
～自治体から最大10/10の経費支援が受けられます※

令和2年度補助事業 導入実績あり
簡易陰圧装置導入なら当社へお任せください!!

補助率
最大
10/10

設置例（令和2年度工事より）

簡易陰圧装置 簡易陰圧ブース

陽性者隔離のための陰圧室へ既存の居室・病室を

※令和3年7月時点での情報です。情勢により経費支援事業内容が変更となる場合がございます。

弊社が責任をもって補助金申請のお手続きから工事まで
一貫してご対応いたします!



新型コロナウイルス感染拡大防止対策

簡易陰圧装置導入
医療機関・福祉施設では集団感染率が高くなっています

（1）簡易陰圧装置の設置に係る経費支援事業

補助対象経費

簡易陰圧装置を設置するために必要な備品購入費、工事費又は工事請負費、工事事務費

※居室・静養室・医務室に設置したものに限る

※工事事務費は､工事費又は工事請負費の2.6％を限度とする

補助基準額 簡易陰圧装置1台につき 4,320千円 （定員数を上限とする）

補 助 率 10/10

（2）感染拡大防止のためのゾーニング環境等の整備に係る経費支援事業

補助対象経費
ゾーニング環境等を整備するために必要な備品購入費、工事費又は工事請負費、工事事務費

※工事事務費は､工事費又は工事請負費の2.6％を限度とする

補助基準額

ア ユニット型施設の各ユニットへの玄関室設置によるゾーニング経費支援：
1か所につき 1,000千円

イ 従来型個室・多床室のゾーニング経費支援：1か所につき 6,000千円

ウ 2方向から出入りできる家族面会室の整備経費支援：
1施設・事業所につき 3,500千円

補 助 率 10/10

（3）多床室の個室化に要する改修費支援事業

補助対象経費
多床室の個室化に必要な工事費又は工事請負費、工事事務費

※工事事務費は､工事費又は工事請負費の2.6％を限度とする

補助基準額 1床につき 978千円

補 助 率 10/10

補助スケジュール（予定）

交付申請
期限

令和3年10月29日【消印有効】

交付決定
通知発出

交付申請期限から2か月程度

実績報告書
提出期限

補助事業完了後10日以内
（遅くとも令和4年4月8日まで）

額の確定
通知

実績報告書を受領した日から2か月程度

補助金の
交付

額の確定後1か月程度

※上記のスケジュールは、変更になることがあります。

※令和3年度の補助金の申請は1法人につき1回限りで
す。複数の施設等で事業を実施する場合は、全ての施
設等のものをまとめて申請してください。


